
〔別表４〕略語を使用することができる用語および略語

１．法人略語  ３．事業略語

株式会社 カ 連合会 レン

有限会社 ユ 共済組合 キヨウサイ

合名会社 メ 協同組合 キヨウクミ

合資会社 シ 生命保険 セイメイ

合同会社　（注６） ド 海上火災保険 カイジョウ

医療法人　（注１） イ 火災海上保険 カサイ

財団法人 ザイ 健康保険組合 ケンポ

社団法人 シヤ 国民健康保険組合 コクホ

宗教法人 シユウ 国民健康保険団体連合会 コクホレン

学校法人 ガク 社会保険診療報酬支払基金 シヤホ

社会福祉法人 フク 厚生年金基金 コウネン

更生保護法人 ホゴ 従業員組合 ジユウクミ

相互会社 ソ 労働組合 ロウクミ

特定非営利活動法人 トクヒ 生活協同組合 セイキヨウ

独立行政法人　（注２） ドク 食糧販売協同組合 シヨクハンキヨウ

弁護士法人　（注３） ベン 国家公務員共済組合連合会 コクキヨウレン

有限責任中間法人　（注３） チユウ 農業協同組合連合会 ノウキヨウレン

無限責任中間法人　（注３） チユウ 経済農業協同組合連合会 ケイザイレン

行政書士法人　（注４） ギヨ 共済農業協同組合連合会 キヨウサイレン

司法書士法人　（注４） シホウ 漁業協同組合 ギヨキヨウ

税理士法人　（注４） ゼイ 漁業協同組合連合会 ギヨレン

国立大学法人　（注４） ダイ 公共職業安定所 シヨクアン

農事組合法人　（注５） ノウ 社会福祉協議会 シヤキヨウ

２．営業所略語 特別養護老人ホーム トクヨウ

営業所 エイ 有限責任事業組合　（注５） ユウクミ

出張所 シユツ

（注２）平成13年10月1日から実施。 （注５）平成17年9月1日から実施。

（注３）平成14年4月1日から実施。 （注６）平成18年5月1日から実施。

（注４）平成16年8月2日から実施。

（注１）「医療法人社団」および「医療法人財団」は、共に「医療法人」（略語「イ」）である。

【略語の使用方法】
法人・営業所および事業所の種類名は、つぎの用法に基づき略語を使用することができる。
(1) 法人略語および営業所略語は、略語判別表示としてカッコを付して使用する。
なお、事業略語には、略語判別表示を付さない。冠頭語と事業略語とは続けて記入し、分ち書き
しない。
（例）
「株式会社山本商事」 → カ）ヤマモトシヨウジ
「山本商事株式会社東京営業所」 → ヤマモトシヨウジ（カ）トウキヨウ（エイ
「山本商事株式会社」 → ヤマモトシヨウジ（カ
(2) 略語の使用は、１法人名につき１個とする。ただし、法人略語、事業略語および営業所略語
のそれぞれを組合せて併用してもよい。
（例）
「昭和火災海上保険 株式会社 名古屋営業所」の場合
→ シヨウワカサイ（カ）ナゴヤ（エイ

（株式会社東北銀行 事務統括部）


